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 ○ 医療保険者自らが実施する場合も同じ基準を満たす必要がある。 

 

○ また、産業医の選任義務のない小規模事業場の労働者に対しては、日頃

から、地域産業保健センターに登録された産業医等が中心的に産業保健サ

ービスを提供していることから、こうした産業医が勤務する医療機関等が、

小規模事業場の労働者等に対して、特定保健指導を実施できるようにする

ことが望まれる。 

 

 ○ 保健指導として運動を提供する施設については、日本医師会認定健康ス

ポーツ医を配置、あるいは勤務する医療機関と連携するなど、安全の確保

に努めることが必要である。 

 

２）具体的な基準 

  ①人員に関する基準 

ａ 保健指導の業務を統括する者は、常勤の医師、保健師、管理栄養士で

あること。 

また、常勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障が無

い場合は、保健指導機関の他の職務に従事し、又は同一の敷地内にある

他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 

ｂ 「動機づけ支援」や「積極的支援」において、①初回の面接、②対象

者の行動目標・支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う

者は、医師、保健師、管理栄養士であること。ただし法施行後５年間に

限り、一定の保健指導の実務経験のある看護師も行うことができる。 

ｃ 対象者ごとに支援計画（対象者の保健指導計画の作成、対象者の行動

変容の状況の把握、評価，評価に基づいた計画の変更等）の実施につ

いて統括的な責任を持つ医師、保健師、管理栄養士が決められている

こと。 

ｄ 「動機づけ支援」、「積極的支援」のプログラムのうち、対象者の支援

計画に基づく食生活に関する実践的指導は、管理栄養士その他の食生活

に関する専門的知識及び技術を有する者（事業場における労働者の健康

保持増進のための指針に基づく産業栄養指導担当者、産業保健指導担当

者等）により提供されること。 

また、食生活に関する保健指導を自ら提供する場合には、管理栄養士

その他の食生活に関する専門的知識及び技術を有する者を必要数雇用

していることが望ましい。 

ｅ  「動機づけ支援」、「積極的支援」のプログラムのうち、対象者の支援

計画に基づく運動に関する実践的指導は、運動に関する専門的知識及び

技術を有する者（健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士

や事業場における労働者の健康保持増進のための指針に基づく運動指


